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○真下幹事 開会に先立ちまして、事務局から傍聴の方々にお願い申し上げます。 

 お手元の資料にございますように、お静かに傍聴いただくとともに、拍手などは御遠慮

ください。また、携帯電話は電源をお切りいただくかマナーモードにしてください。加え

て、録音撮影などはできないこととしておりますので、御協力のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 それでは、時間前ではございますけれども、皆さん、おそろいとなりましたので、ただ

いまより令和７年度第３回文京区都市計画審議会を開会させていただきます。 

 本日は、お忙しい中、本審議会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

私は、事務局を担当しております都市計画課長の真下でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 次に、お手元の資料を確認させていただきます。 

 まず、事前にお送りしました資料は、本日の次第、委員名簿、裏面が幹事名簿になって

ございます。資料１－１、東京大学本郷キャンパス地区のまちづくり検討状況について、

資料１－２、湯島三丁目北東地区のまちづくり検討状況について、資料２、新たな防火規

制の導入について、以上でございます。 

 続きまして、お席に置かせていただきました資料でございますが、本日の座席表、本日

の次第、次第の２に新委員紹介の項目を追加させていただいております。恐れ入りますが、

本日の進行はこちらで進めさせていただきます。そして委員名簿、こちらも３月９日付で

更新させていただきましたので、本日配付させていただきましました。富坂警察署長の異

動に伴う更新でございます。 

 資料の配付状況については以上でございます。資料をお持ちでない方、また、不足等ご

ざいましたらお知らせください。よろしいでしょうか。 

 次に、御発言の際でございますが、挙手の上、会長から指名がございましたら、御着席

のままマイクに向かってお名前をおっしゃっていただき、御発言いただきますようお願い

いたします。マイクの使用方法につきましては、御発言の際と御発言が終わりました際に、

お手元のマイクのスイッチを押してくださいますようお願いいたします。 

 次に、委員・幹事の出席状況等でございますが、山下委員、木幡幹事より欠席の御連絡

をいただいております。 

 それでは、本日の審議会の進行につきまして、お手元の次第に沿って進めさせていただ

きます。 



 -2- 

 次に次第の２、新委員の御紹介をいたします。警視庁富坂警察署の人事異動に伴い、前

任の森田委員が辞任され、山下憲一様が３月９日付で後任の委員となりました。本日は御

欠席でございます。後任の委員の任期につきましては、前任者の残任期間となっておりま

す。したがいまして、ただいま御紹介させていただきました委員の任期につきましては、

令和９年９月３０日まででございます。 

 次に、次第の３、議題に入ります。この後の進行につきましては、平田会長にお願いす

ることといたします。 

 平田会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○平田会長 皆様、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、審議を始めます。 

 これからの運営は、文京区都市計画審議会運営規則に従い進めてまいりますが、規則第

９条により本審議会は公開することとなっております。 

 また、本審議会の資料は、名簿も含め、後日ホームページ等で公開いたします。よろし

くお願いいたします。 

 本日の議題ですが、東京大学本郷キャンパス地区及び湯島三丁目北東地区のまちづくり

検討状況についての報告、また、もう一つが新たな防火規制の導入についての報告でござ

います。 

 まず、東京大学本郷キャンパス地区及び湯島三丁目北東地区のまちづくり検討状況につ

いて、事務局からの資料の説明をお願いいたします。 

○前田幹事 よろしくお願いいたします。私のほうから現在、区のほうで検討を進めてお

ります地域のまちづくり、それに関する計画２つについて御説明をさせていただきます。

この資料の１－１と１－２に分けさせていただいているものでございます。どちらも来年

度以降、都市計画の決定へ進む予定となっておりまして、都市計画審議会には今回、初め

て内容を御説明いたします。今後、来年度にかけて議論を深めていただいて、最終的には

都市計画決定ということで諮問させていただく予定となっておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 まず、資料の１－１を御覧ください。まず、東京大学本郷キャンパス地区でございます。

まず、１番の経緯ですが、記載のとおり、令和４年７月に東京大学と周辺地域の連携によ

る東京大学本郷地区キャンパスエリア活性化に向けた基本構想というものを公表し、区に

手交していただいております。 
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 この基本構想を基に東京大学は地域住民の活動をキャンパス内に取り込む、あるいはキ

ャンパス内の活動を地域に展開していくという方針を軸として、本郷キャンパスを中心と

した周辺地域も含めた区域の活性化に取り組んでいただいているところでございます。ま

た東京大学は教育研究・医療環境の向上を実現するために建物の整備、それから機能更新

を必要とする一方で、キャンパス内は歴史的な建物、緑地など、後世に受け継ぐべき資源

が多くあり、それらの維持・保全、それからさらに災害時における避難場所としての広場、

通路の確保なども求められている状況でございます。 

 こういった背景を踏まえて、区としては、本地区の都市計画に関する今後の方針を定め

るために、上位計画となる東京大学本郷キャンパス地区都市計画基本方針を策定し、この

後に基本方針を実現するために地区計画などの都市計画を検討したいというふうに考えて

いるところでございます。 

 今年度はそこに記載のとおり、基本方針の策定に向け、近隣の関連町会の方への説明、

それから１２月には建設委員会での報告、パネル型の展示説明会を２日間開催、さらに意

見募集なども行ってきたものでございます。 

 ２の方針のところでございますが、まず、（１）の基本方針の策定というふうに書いて

ありまして、この基本方針は東京大学の本郷キャンパスを対象とし、土地利用の促進やみ

どり、広場の維持保全といった内容だけでなくて、大学施設の開放、地域環境に配慮した

キャンパス整備など、地域貢献の内容を盛り込み策定したいと考えております。 

 （２）の地区計画の部分でございますが、こちらについては今、御説明した基本方針に

基づき、本郷キャンパスの機能向上を目的に建築物に関する方針などを定め、地区計画の

指定を行っていきたいと考えています。現時点では高さの指定、それから地区施設の指定、

壁面線の指定などを想定しているところでございます。 

 以下、別紙の１に都市計画方針の案を添付してございますので、こちらを使って御説明

させていただきます。まず８ページ、各ページの右下にＰ８というふうに、ページが２つ

あって恐縮なんですがＰ８、８ページのところを御覧ください。 

 まず、対象地区でございますが、この図に書いてあるとおり、東京大学の本郷キャンパ

スと書いてある緑色で着色させていただいた部分が今回の計画の対象でございます。面積

としては約４０.３ヘクタールございます。 

 それから９ページ、御覧ください。この方針は、先ほども少し御説明した東京大学が策

定しております基本構想と連携し、文京区の都市マスタープランで位置付けられた本郷都
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市交流ゾーンの実現を図るとともに、将来における本地区の方向性を定める役割を担うも

のと考えております。 

 １０ページにお進みください。この１０ページ、１１ページが東京大学の沿革という形

で、周辺の変遷とか歴史的なものも含めて、この辺に記載させていただいております。 

 それから１２ページから１５ページまでが、東京大学がこれも取組として近年、様々な

計画など、方針、そういったものをつくっておりまして、その辺を整理させていただいた

ページとなっております。 

 １６ページを御覧ください。今回、この基本方針を策定するに当たって、どのような観

点を含むべきかということで、策定に当たっての時代に即した視点ということで社会的要

請、それから近年の都市政策、それから災害、大学教育環境の変化、こういった視点でこ

の計画を整理していこうという方針のところでございます。 

 １９ページをお開きください。ここからは、この本郷キャンパスのエリアの地区の特性、

それから現状の整理ということで、主に様々な資料から東京大学エリアの部分について整

理させていただいております。 

 まず、１番の災害危険の状況でございますが、（１）の地震に関しては地域危険度調査

という東京都が行っている調査がございまして、この表の中ですと本郷七丁目あたりがち

ょうど東京大学の部分に当たりまして、建物倒壊危険度、それから火災危険度、総合危険

度と書いてありますが、それぞれランク１ということで、一番危険度としては低いエリア

になっているところでございます。 

 さらに右の下、水害に関しては、ちょうど三四郎池と書いてありますが、東京大学のち

ょうど真ん中あたりにある池でございます。こちらのあたりが０.５から１メートルの浸

水の可能性がありますが、東京大学の敷地そのものは、基本的には水害の危険度も低いエ

リアというふうになっております。 

 ２０ページにお進みください。こちらが本地区内の建物の利用状況を示しておりまして、

まず、２０ページのところは建物の構造ということで整理しております。御覧のように大

部分は鉄筋コンクリート、鉄骨造、そういった燃えにくい建物が多くなってございます。 

 ２１ページ、こちらは建物の高さの分布状況として分類しておりまして、上の表のとこ

ろ、１０メートル未満というのが６７棟で４４.１％として数としては多いんですが、下

の図を見ていただけると分かるとおり、建物の建築面積で考えるとオレンジ色や、あるい

は赤色で示した３０メートルを超えるような建物の数、数というか、面積的には大きいと
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いうことが分かるかと思います。 

 続いて２２ページにお進みください。こちらは建物の建築年次別の図表となっておりま

して、昭和５０年以前に建てられた建物が８２棟ということで、割合としては半分を超え

るということでございます。基本的には築５０年を超えるということで、何らかの更新が

必要な建物が多くなっているという状況が分かるかと思います。 

 それから２３ページを御覧ください。こちらは文京区全体の地図を示しておりまして、

右下のほうに当地区と書いてあります。ここがちょっと分かりづらいんですが、赤い線で

囲った部分が今回のエリアでございます。本郷キャンパスには非常にまとまった緑が多い

というのが、この図を見ても分かるかなと思います。 

 それから２４ページ、２５ページに関しては、いわゆる都市計画の指定状況が整理させ

ていただいているところでございます。 

 ２５ページは都市計画道路の位置などを示しております。 

 それから２６ページから３１ページ、こちらに関しては、東京都あるいは文京区の都市

計画に関する様々な方針がございまして、そういったいわゆる上位計画等と言われるもの

なんですが、こちらの中の本地区における記載の部分を抜粋して整理させていただいたと

ころでございます。 

 その辺りが３１ページぐらいまで続きまして、３２ページを御覧ください。ここまでの

状況の整理、それから東京都や文京区などの各種計画の記載などから、本地区での現状を

幾つかの視点から整理したものでございます。大きく５つぐらいに分かれておりまして、

まず、土地利用というところでございますが、代表的なところだけ読ませていただきます

と、築５０年を超える建物が半数を超える、それから安田講堂、赤門、三四郎池など歴史

的・文化的資源も多く、これらを保全しつつ、学校の機能更新も求められているというよ

うな土地利用の課題。 

 それからみどり・景観・歴史という視点のところでございますが、こちらも歴史的価値

のある建物、それから庭園など良好な景観が維持されているものの、北側の暗闇坂と呼ば

れる部分があるんですが、そういった部分に面するエリアでは擁壁があったりとか、学校

施設の設備機器等が見られ、設置されているというようなことで、景観としては単調なも

のとなっているなど、そういった課題があると。 

 さらに低層の住宅地が北側にありますので、そういったところへの景観、それから住環

境への配慮も必要だというのが課題でございます。 
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 それから次の安全・安心という視点からは、避難場所に指定されていることから、その

機能確保がやはり区としても求められているというところでございます。 

 その次の地域づくりという視点からは、大学と周辺の地域とのさらなる交流が求められ

ていること、脱炭素の視点というのが一番下にありますが、こちらに関しては、いわゆる

建築の設備機器等の高効率化など、それから、さらにみどりの維持・管理を進め、低炭素

型のまちづくりを進めることも求められているというところでございます。 

 こういった本地区の課題、現状を整理した上で、３３ページ以降、地区整備における基

本方針・目標という章に入りまして、まず、基本方針を３３ページのような形で決めてお

ります。 

 真ん中あたりにちょっと着色がされた四角い箱があると思うんですけど、こちらが地区

整備の基本方針で、歴史性を有する建物や豊かな屋外環境が継承されつつ、世界最先端を

行く研究・教育・医療環境の発展とともに、地域に開かれた魅力ある空間の創出による本

郷キャンパスの活性化を目指すと、こういった基本方針を立てているところでございます。 

 それから３４ページにお進みください。今、御説明した基本方針を達成するために、①

から⑤までの５つの目標を立てているというところでございます。 

 さらに、その目標を３５ページ以降で部門別の方針ということで、より具体的に方針を

定めているところがございます。まず、３５ページを見ていただきたいんですが、土地利

用の方針で、右下の図で示したとおり、全体を教育研究・医療エリアを担う、いわゆる教

育研究・医療エリア。それから緑色の部分なんですが、緑地等のみどりを保全する歴史的

緑地保全エリア、こういう区分にさせていただいております。 

 その中で、さらに教育研究・医療エリアの中でも歴史的建造物が集中しているエリアが

ございまして、それが少し茶色で示したようなところでございます。いわゆる安田講堂等、

古い建物が集まっているようなエリアを歴史保全ゾーンというような名前で呼ばせていた

だいているところでございます。 

 さらに全体でいうとピンク色で示しているんですが高層建物集積ゾーンということで、

こちらは施設の規模や機能の拡充を行うため、高さの最高限度を緩和するような形で持っ

ていきたいという、高層建物集積ゾーンというような位置付けをしているところでござい

ます。 

 具体的には３６ページにお進みいただけますでしょうか。今、少し高さのお話もしたん

ですが、区分ごとの高さの方針ということで、教育研究・医療エリア全体の中では６０メ
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ートル程度の高さの建物を誘導していこうと。それから歴史保全ゾーンに関しては歴史的

建物の維持・保全を行うため、現在のゾーン内の既存建物の上限高さ４６メートル程度な

んですが、そちらに抑制していく。さらに高層建物集積ゾーンに関しては、東京大学の病

院の入院棟というのが今、８０メートルをちょっと超える程度なんですが、それと同程度

の８５メートル程度の高さとして、合理的な、かつ適切な土地利用による大学機能の更新

を図っていくというようなエリアとしております。 

 ただ、この高いエリアについては、やはり当然、周辺市街地への配慮というのも必要だ

ということは明記させていただいているところでございます。 

 それから歴史的緑地保全エリアは、先ほども言った少し三四郎池等があるような場所な

んですが、景観に配慮し高さを抑制していきたいという方針を立てております。 

 それから、３８ページを御覧ください。こちらはみどりや水、景観の方針というところ

でございまして、ここでは緑地や広場の保全を図るとともに、地域の憩いの場などに活用

できる空間として開放していくなど、みどりや水、景観方針を示しているところでござい

ます。 

 それでは、４０ページを御覧ください。こちら、防災の方針というところでございまし

て、こちら、東京都によって避難場所に指定されたりしておりますので、その機能と安全

性を確保するなど、防災の方針というのを少し整理して書かせていただいているページで

ございます。 

 隣の４１ページでございますが、こちら、魅力づくりの方針。ここでは隣接市街地と面

する部分について、隣接市街地の高度地区の高さ制限に合わせ、住環境に配慮するととも

に、敷地または道路境界から建物の後退距離を定めることにより、隣接市街地への圧迫感

を軽減するなど、幾つかの魅力づくりという視点でここは整理させていただいているとこ

ろでございます。 

 それから４２ページを御覧ください。こちらは脱炭素化に向けた方針というところで、

カーボンニュートラルを目指すキャンパス整備を行うなど、こういった方針を掲げており

ます。 

 ４３ページは、ここまでの基本方針で掲げた目標の実現に向けたロードマップというよ

うな形で示させていただいておりまして、令和８年度以降というところの下のほうなんで

すが、東京大学本郷キャンパス地区地区計画と書いてありまして、最終的には、こういっ

た地区計画を策定していきたいというふうに考えているところでございます。 
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 続きまして、別紙の２の５８ページまで少しお進みいただけますでしょうか。Ａ３の紙

になっているんですが、先ほど少し冒頭で説明したとおり、昨年１２月にパネル展示型の

説明会、それから意見募集などを行いまして、こういった意見を整理したところでござい

ます。 

 上のほうに書いてあるとおり、６件ほど意見をいただいておりまして、防災、それから

大学と地域の交流、それから大学建物の歴史的な価値保全などについて、いろいろ意見を

いただいているようなところでございます。こういった意見も参考にしながら、今回、紹

介させていただいた基本方針の案は作成させていただいたというところでございます。 

 それでは、資料のページ２ページまでお戻りいただけますでしょうか。４の今後の予定

のところですが、今、御説明した基本方針の案については今日御説明した後、令和８年度

のなるべく早い段階で基本方針を策定していきたいと。地区計画については令和９年度以

降の決定を予定しておりますので、８年度に入りましたら都市計画審議会のほうでも進捗

状況の報告、それから法的な手続等に入りたいというというふうに考えているところです。 

 以上が東京大学の御説明です。続きまして資料の１－２を御覧ください。こちら、湯島

三丁目北東地区のまちづくりということで、こちらも続けて御説明させていただきます。 

 まず、経緯の部分でございますが、湯島三丁目北東地区、右図で、破線で囲んだエリア

の部分でございます。右の図で北側エリアと書いてあるところがありますが、こちらで平

成２９年に地元発意によるまちづくり協議会が発足しておりまして、市街地再開発事業の

検討が進められております。 

 令和６年６月には、地元の協議会から湯島三丁目地区まちづくりの考え方というのを区

に提出していただいております。また、昨年度、令和６年度に見直された文京区都市マス

タープランにおいては、湯島駅周辺が新たに都市拠点という位置付けをされたとともに、

図で春日通りって真ん中に書いてありますが、こちらが将来、都市計画道路の整備を控え

ているというようなところでございます。 

 こういった中で、地域の特色を生かしたまちづくりを推進していきたいということで、

今回は春日通りの南側エリアも含んだ形で、まちづくり基本方針の作成を今、進めてきて

いるところでございます。検討に当たっては地区のまちづくりをともに検討していくとい

うことで公募委員３名、町会・商店会・協議会推薦７名、それから文京区から成る検討会

を昨年の９月から行ってきたところでございます。 

 なお、北側エリアでは、地元のいわゆる再開発の市街地再開発準備組合というのが令和
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５年１２月に立ち上がっているところでございます。今年度はそこに記載のとおり、やは

り１２月にはこの地区を対象とした方針を決定するということで、建設委員会への報告、

それからパネル展示型の説明会、意見募集などを行ってきたというところでございます。 

 具体的には２の基本方針のところでございますが、この基本方針は湯島三丁目北東地区

全体を対象として、近年のまちの状況や社会情勢等を踏まえ、地域の皆様と検討会、それ

から説明会を通じて地域課題に対応するまちの将来像・まちづくりの在り方について整理

し、策定していきたいというところでございます。具体的には、３ページ以降に別紙の１

という形で基本方針の案を全文載せてございます。 

 こちらも少し説明させていただきます。６ページを御覧ください。Ｐ６のところでござ

います。ここでは、本方針を策定する背景と目的などを示しております。対象地区は、下

のところに書いてあるとおり、湯島三丁目３５番から４６番までの約３.５ヘクタールの

エリアとなっております。地図で示したように文京区の東に位置しており、台東区側に少

し飛び出したような形のエリアとなっております。 

 ７ページを御覧ください。これは、東京都や文京区の様々な都市計画に関する計画の位

置付けを少し簡略化して示したものでございます。 

 ８ページは、先ほども御説明したエリアごとのまちづくりの経緯などを整理して書いて

おります。 

 それから９ページから２２ページまでは、先ほどの東大と一緒で、地区の現況整理とい

うような形でまとめております。 

 まず２番、２－１、まちを取り巻く社会潮流ということで、今回の計画をつくるに当た

っての、こういった視点で整理していこうという大きな３つの視点が書かれております。 

 それから１０ページのところですが、この地区の人口推移なども少し整理したところと

なっております。湯島三丁目地区全体としては、平成２７年から令和２年にかけて人口増

加率が区全体の平均よりも高い状況なんですが、今回計画をつくろうとしている本地区だ

けを取り出してみると大体１４０人程度の人口ということで、あまり増加傾向は見られな

いところでございます。 

 １１ページ、こちらは年齢別人口などを示しており、湯島三丁目は３０代の方の割合が

多く、文京区全体の中でも特に２０代、３０代の方の割合が高いというのが少し特徴とし

て出ております。 

 １２ページ、御覧ください。こちらは地区内の土地利用の状況でございます。本地区は、
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いわゆる宿泊・遊興施設などが多いというのが特徴となっております。 

 １３ページを御覧ください。こちらは建物の構造でございます。左の図で、赤で示した

のがいわゆる木造の建物を示しておりまして、都市計画としては防火地域が指定されてい

るエリアなんですが、地区内にはやはり現在も木造の建物も少し点在しているというよう

な状況でございます。 

 その右側は、建物の階数別の種類で示したものでございまして、春日通り、真ん中の通

りの南と北で少し傾向が異なると考えております。特に春日通りの北側では６階建て未満

の建物が多いことが特徴かと考えております。色でいうと緑色とか青、水色で示した部分

でございますね。このエリアは容積率６００％が指定されているんですが、容積の十分な

活用が進んでいないエリアというふうに考えております。 

 その下のところ、本地区内の昭和５６年以前の建物の割合、いわゆる旧耐震建物の割合

なんですが３５.８％となっております。 

 それから少し進みまして、１５ページを御覧ください。これが都市計画の指定状況でご

ざいます。今回のエリアは全域が商業地域６００％、防火地域、絶対高さ６０メートルな

どが指定されております。真ん中の春日通りの部分は計画幅員２７メートルの都市計画道

路で、現在２２メートルほどの幅員なんですが、春日通りの北側に約５メートルほど拡幅

される予定の道路となっております。 

 それから１６ページから１７ページが道路・交通ということで、地区内の道路の状況、

それから駅などの状況を整理したものでございます。 

 それから１８ページが環境に関する部分ということで、緑被率なども示しております。

この地区はやはり緑が少し少ないエリアでございまして、特に公園等の身近なオープンス

ペースも不足しているという状況でございます。 

 １９ページは景観に関するところでございまして、飲食店などが多く、多様な形態・色

彩が用いられており、にぎやかさという意味では非常にぎやかなところなんですが、それ

が、そこの写真にあるとおり、ごみ等の景観の阻害等もあるという課題はあるようなエリ

アでございます。 

 それから２０ページが、この周辺地域の観光とか文化・教育に関する部分を少し整理し

ているところでございまして、本地区の徒歩圏内には湯島天満宮、それから上野恩賜公園、

旧岩崎邸庭園などの観光資源が多いことから、観光に関して高いポテンシャルがあるとい

うふうに考えております。 
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 ２１ページ、御覧ください。これは文化・教育施設の状況でございます。 

 それから２２ページは防災に関する部分で、こちらも、いわゆる地域危険度等は、三丁

目に関しては水色で書いてありますがランク１ということで、比較的危険度は低いところ

でございます。水害ハザードマップ、上から２番目の図でございますが、こちらも少し黄

色い色は入っているんですが浸水としては５０センチぐらいまでだということで、大規模

な被害は想定されてないところでございます。 

 それから２３ページから３０ページまで、こちらは東京都や文京区に、台東区も含め形

で整理しているんですが、いわゆる都市計画に関する上位計画、そういったものの整理を

したページが２３から、３０ページぐらいまで、まとめさせていただいているところでご

ざいます。 

 それから３１ページから３９ページまでちょっと長いんですが、こちらが冒頭で御説明

した、まちづくりの基本方針の検討会という形で、令和６年の９月から６回ほど地域の

方々と意見交換をしたときのそれぞれの会の様子をまとめて載せているものでございます。 

 ３５ページの第６回は３月３日に行わせていただいているんですが、ちょっとまだこの

資料が整理されてなくて、最終版にはここも入れた形でまとめていきたいと考えておりま

す。 

 それから、その次のページの３６ページあたりからは、これは令和６年１０月に地域の

方へのアンケート調査を行ったときのものを少し整理したものでございます。 

 こういった検討を重ねる中で、４０ページ、４１ページでいろんな意見を整理して、ど

ういったことを検討していこうかということを５つの視点で整理したところでございます。

まず、コミュニティの視点というふうに書いてありますが、こちらではやはり地域の方は

まちの担い手不足、町会の方を中心に、そういった御意見が多く出ておりまして、やはり

若者世代の流入促進などがより一層求められるんじゃないかと。 

 それから次の土地・建物の利用の視点というところでは、地域の憩い、交流の場の不足

が課題となっていると。やはりオープンスペースや緑化空間等の創出が求められているこ

となどが書かれております。 

 それから道路・交通という視点で見ますと、災害時の緊急車両の通行や避難路の確保が

課題となっています。春日通り自体は現時点でも十分広い道ではございますが、後背地と

言われる中のほうに入るとやはり道路が非常に狭い部分も多くて、こういう安全・安心・

快適な通行というところでは課題があると考えております。 
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 それから次のページの環境景観という視点では、みどり・文化・歴史・観光資源とのつ

ながりの不足が課題となっていると。そのつながりを生み出すためのみどりのネットワー

クのようなものも形成していくべきじゃないかということでございます。 

 それから防災の視点ということでは、先ほどの部分ともかぶりますが幅員の狭い道路、

それから、木造建築物が多く立地する場所でもありますので、火災延焼のリスク、それか

ら建物の倒壊などの課題もあるというところでございます。さらに、災害発生時における

住民だけでなく、来街者の方の安全・安心の確保というのも重要であるというところでご

ざいます。 

 ４２ページを御覧ください。こういった中で、地域の方とどういったまちにしていきま

しょう、どういったまちの将来像を描きましょうかということで、全体、一言でまとめた

ものが方向に示したもので、地区の魅力・個性を大切にしたにぎわいあふれるまちという、

こういった将来像を描かせていただいております。 

 それから４３ページでは、地区全体の基本方針を５つを、そこに記載のとおり書かせて

いただいております。 

 ちょっと進みまして４５ページを御覧ください。エリアごとのまちづくり構想というこ

とで、地域の方が再開発事業を目指して活動されているということもありまして、春日通

りの北側と南側で若干まちづくりの状況、進捗状況というか、熟度が異なるということで、

２つのエリアに分けてまちづくり構想を書いております。 

 まず、北側エリアの将来像としては、新たな魅力・個性を創出し、人々を惹きつける文

京区の東の玄関口となるエリアという将来像としています。この北側エリアでは再開発等

を含めたまちづくりの検討が進んでおりまして、地域主体での新しいまちづくりの検討を

契機に、伝統や学びなど、そういったものの魅力を大切にしながら、地域交流が将来も持

続するような新たな魅力づくりを進め、文京区だけでなくて上野・御徒町をはじめとした

周辺地区などからも人が訪れる求心力のあるまちづくりを目指したいというところでござ

います。 

 ４９ページを御覧ください。こちらが南側のエリアの将来像を書いてあるところでござ

いまして、こちらは今ある魅力・個性を生かし、歴史・風情を感じる湯島の下町情緒あふ

れるエリアというふうに示しております。この南側エリアでは、通りに象徴される歴史や

文化があり、特にちょっと下の図で学問のみちと書かせていただいている台東区との境の

ところの道なども、かなり地域の方は非常に皆さんで活性化のためにいろんな取組をして



 -13- 

いただいているようなエリアでもございまして、こういったところの特色を残していきた

いと、まちの歴史・文化として、これらの特色を残し、安全・安心や快適性も兼ね備えた

まちづくりをしたいという、そういった部分がございます。 

 この真ん中の図で、黄色い破線で書かせていただいているんですが、北側エリアは先ほ

どから何回も出ているように再開発を目指しているということで、そういった再開発が進

んでいく中で、ぜひ南側も新たな魅力・個性というのを波及させていきたいなということ

で今、地域の方とお話合いをしているところでございます。 

 続きまして５６ページ、別紙の２を御覧ください。こちらも１２月に行いました説明会、

それから意見募集の結果を整理したものでございまして、１７件ほどの御意見をいただい

ております。 

 ちょっと細かくて全部は紹介しませんが、北側エリアで予定されている再開発事業につ

いて、それから隣接する台東区との連携などを求めるなどの意見もいただいております。

こういった中で再開発事業に伴う宿泊施設や広場、緑地空間の整備に関しての御意見もあ

りますので、基本方針にそういったところを少しずつ反映させながら、今回、案としてま

とめているところでございます。 

 そうしましたら、こちらの資料１－２の２ページにお戻りください。こちら、今後の予

定のところは、この基本方針を令和８年度に入った早い段階で策定していきたいと。ちょ

っとこちらには書いてないんですが、先ほどから何回か出ている北側エリアの再開発事業

に関しては、令和８年度中に何とか都市計画決定をしていきたいということで、今、区と

地域の方々とお話合いを進めているというようなところでございます。 

 一旦、御説明は以上となります。 

○平田会長 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から御説明が続けて行われましたけれども、質疑応答に関しては、ばら

して伺います。 

 まず、東京大学本郷キャンパス地区のまちづくり検討状況の報告だったわけですけれど

も、こちらに質問等がありましたらお願いしたいと思います。 

 早いほうから、どうぞ。 

○渡邊委員 ありがとうございます。区民委員の渡邊と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 資料１－１、東京大学、右下、大きい文字、４１ページを御覧いただきたいと思います。
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４、魅力づくりの方針ということで、以前、成澤区長さんのほうから別の会合でシリコン

バレー文京区版ＡＩ時代の本郷バレー構想のお話があり、とてもいいなと思いました。こ

の中で、今回の御紹介の中で関連はございますでしょうか。 

 それから、もう１点よろしいでしょうか。前のページになります。Ｐ４０ページ、防災

の方針です。私は地元、本郷消防署消防団第三分団班長としても地域活動をしております。

この中で地元、本郷消防署との連携の盛り込み、具体的な計画はございますでしょうか。 

 この２点教えてください。お願いします。 

○前田幹事 地域整備課の前田でございます。 

 まず、４１ページの魅力づくりの方針のところで御質問していただいたのは、シリコン

バレー等の関係というようなお話でございますが、今回、東京大学本郷キャンパスのこの

中の計画を主に書かせていただいておりまして、多少関係あるとすると４１ページの一番

下の丸のところなんですが、いわゆる産学連携の機能の充実というのは東京大学も目指し

ておりまして、研究活動を民間と協働で行うというようなこともございます。それからス

タートアップ企業の育成、イノベーションの誘発なども多々取り組んでいただいていると

いうことで、今後、地区計画に進める中で、この地区内、本郷のキャンパスの中ではござ

いますが、そういった大きな方針として、何とかそういったものも少しずつ取り入れてい

きたいなというところでございます。 

 それから、４０ページで御質問いただいた防災のところでございますが、本郷消防署さ

んは、ちょうどこの地図の下のところに隣接してございまして、そういった視点というの

は確かに重要かなというふうに思っております。 

 ただ、現時点ではちょっとこの計画の中に本郷消防署さんとの関係は、あまり記載はな

いんですが、今後、地区計画に進んでいくということもございます。隣接地域でもござい

ますので、ぜひ本郷消防署さんにも御意見いただきながら、少しずついいものにしていき

たいなと思います。ありがとうございます。 

○渡邊委員 よろしくお願いします。 

○平田会長 それでは依田委員、お願いいたします。 

○依田委員 ありがとうございます。この東大の都市計画方針については、これまで文京

区議会の建設委員会でも２回ほど議論させていただきまして、私もいろいろ御指摘をさせ

ていただいたところであります。さらに言うと、これ結構、私も前からかなり取り組んで

いる課題でありまして、その点でもいろいろちょっと口数が多くなってしまうんですけど、
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その点、お許しください。 

 結局ここは都市計画審議会なので、最終的には都市計画を定めるためにあるというふう

に思っておりますので、これに関しても最終的には先ほども説明ありましたけども、地区

計画というのを立てて、本郷キャンパスのみに適用される都市計画を新たに立てるという

ことの前提として、この資料がつくられているというふうに理解しております。 

 私が建設委員会で指摘させていただいたことは主に２点ありまして、一つは歴史的建造

物の保存のことなんですけれども、これに関してはＰ５７にあるような資料も追加してい

ただいて、今回の高さ制限とかのところに関わるところで、における歴史保全ゾーンにと

どまらない歴史的建造物の保全の方針について、資料とか文言を追加していただいたとこ

ろなんで、そういうところです。 

 もう１点に関しては、結局、この地区計画を立てる、新たな都市計画をこの場に定める

ということは、高さ制限を緩和するということとつながっているわけなんですけれども、

現状は２２メートルの絶対高さ制限がこの全域にかかっておりまして、そもそも、ここに

２２メートルの高さ制限をかけてしまったことも含めて、もう私、この絶対高さ制限、区

内全域にかけていることに関しては批判的に見ております。 

 ですから、そもそも、ここに２２メートルをかけたことのみならず、区内全域に絶対高

さ制限をかけていることについて、それを推進した人には反省を求めたいというふうに常

に思っているわけなんですけれども、それはそれでちょっと置いておいて、今回この場所

に２２メートルの高さ制限が、さはさりながら、ここに全域２２メートルの高さ制限をか

かっていることを、それを緩和するということに関しては、それはそれで強い理由が必要

だというふうに思うんですよね。強い理由があるからこそ、今回高さ制限を緩和するとい

う方針を区としても出しているし、もちろん東京大学の提案があってだと思うんですけど

も、区としても出していると。 

 その中で、特にこのピンクのゾーンで、８５メートルに高さを緩和しますよというとこ

ろに関してなんですけれども、現状２２メートルのものを８５メートルに緩和するわけで

すから、それは本当に、なぜそうするのかというしっかりとした理由づけが必要だと思う

んですが、このペーパーの中を読んでも、それがいまいちちゃんと書かれているというふ

うに私は理解できないわけなんですよ。 

 これに関しては、特にだから文言に関しては多分、恐らく変わってはいなくて。なので、

建設委員会の中では課長に御答弁をいただいたわけなんですけれども、この都市計画審議
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会においてもしっかり御答弁をいただければと思います。ですから、現状２２メートルの

高さ制限であるところを、特にこのピンクのエリアに限って８５メートルにするというこ

との理由づけ、それについてしっかりと教えていただければと思います。それで議事録に

残すような形にしたいなというふうに思っております。いかがでしょうか。 

○前田幹事 地域整備課、前田でございます。 

 今、御指摘の高さのことでございますが、ちょうど資料でいうとページ３６のあたりに

高さのことが書いてあります。区分ごとの建物の高さの方針ということで、今、御指摘い

ただいたようにピンク色で書いたところ、こちらが高層建物集積ゾーンというふうな位置

付けにしておりまして、その上の文章を見ていただくと、施設の規模や機能の拡充を行う

ため、現在の入院棟と同程度の高さ８５メートルを目指すというふうな趣旨で書いてござ

います。 

 この辺、基本方針としてはこういう基本方針として書かせていただいているんですが、

東京大学と文京区でいろいろ協議した中で、東大からは、どうしてこの高さが必要かとい

うのは当然いろいろ議論させていただいているところでございます。 

 その中では、先ほどから少し説明しているように歴史的な建物がやはり全体的に多いと

いう、それについては十分配慮して、残していくというのも非常に大切なことでございま

すので、そういったものが一つあると。さらに歴史的な建物の場合、天井の高さが非常に

低かったり広さが限られたりという、いろいろな制約があるというふうに東大さんはおっ

しゃっておりまして、近年の様々な実験施設等をつくるときに、いわゆるウェット系ラボ

ラトリーというふうに呼んでいらっしゃるみたいなんですが、いわゆる水回りを入れたよ

うな形での研究施設をつくる場合というのは、どうしても建物の、フロア１フロアの高さ

が高くなってしまうという傾向があるということで、やはり２２メートルという高さ制限

というのは厳しいというのは御指摘いただきました。 

 こういった施設の更新、それから新設、増設等がかなり必要だという背景もございまし

て、先ほどから少し出ています産学連携とか、そういった共同研究なども行うということ

も新たな課題として対応しなきゃいけない。そういった状況の中で今後の大学の発展とい

うこともありまして、このピンク色で示した部分の、どちらかというと右側については東

大の病院があるエリアでございますので、当然、病院の方針等を考えていると。左側に関

しては、いわゆる今、御説明したような大学の発展のためのアカデミックな用途での再開

発なども今後少しずつ考えていきたいというふうに聞いておりますので、我々としては都
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市計画的にはこの地域全体の中でも、なるべく南側に寄せることで、北側の周辺市街地等

に建物の影響というのはなるべく少なくしたいということもございまして、東大さんとは

この辺りは高さを緩和して８５メートルぐらいまでの高さを、建物が建てられるようなも

のにしてはどうかということで、こういうエリアになっているというようなところでござ

います。 

○平田会長 どうぞ。 

○依田委員 ありがとうございます。 

 本来的には、この東大キャンパスは非常に広いので、かつ歴史的建造物も多くて低層の

建物が多いということで、いわゆる容積率的には相当な余裕があるんですよね。なんです

けれども、しかしながら何か土地自体はいろいろ埋まっているし、池とかもあったりする

んで歴史的建造物を壊すわけにいかないところがあって、そうしたら代わりにどこかに高

い建物を建てて床を確保すればいいじゃないかということだと思うんですけれども。 

 本来的には、それは自由に東大さんが考えればいいはずのところを、２２メートルとい

う非常に厳しい高さ制限がかかっているせいでそれができないと。その結果、こんな大層

な、区にお伺いを立てて、大層な計画を立ててやらなければいけないと。これに一体、じ

ゃ、何年かかるんだという話なわけですよね。かつ、この都市計画審議会も通さないとい

けない。東大にとっては、その５年、１０年というのは非常に大きな損失なわけですよね。

何なら東大にとってだけじゃなくて、この我が国において非常に大きな損失であるという

ふうに私は思っておりますので、この文京区の絶対高さ制限というものが、本当にそれだ

け大きな弊害を生み出しているんだということは非常に強く訴えさせていただければと思

います。 

 今回、この８５メートルにしなきゃいけないという理由については今、課長から御説明

ありましたけれども、そのウェットラボラトリーを作るとか、そういう話ありましたけど、

それについては今、説明していただいたんで非常に改めてですけども理解のでき得るとこ

ろだというふうに思っております。 

 以上です。 

○平田会長 お返事されますか。大丈夫ですか。 

○前田幹事 地域整備課、前田でございます。 

 御指摘いただいたように、絶対高さ制限というのは、それぞれのエリアの住環境等を守

る等の理由で全域に指定しているところでございますが、もともとこういった地区計画を
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定めて、その地域独自のルールを定めることで、高さは緩和していけるというふうなルー

ルになっていますので、区としても適切にこういう地区計画などを活用して、必要な場所

については緩和をするという方向でいきたいし、今後もこういう形で進めることはあるの

かなというふうに考えております。 

○平田会長 ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○沢田委員 私も、すいません。私も依田委員かな、と同じく、その高さ制限についてお

伺いしようと。趣旨は分かったんです。ただ、ちょっと確認なんですけど、今の高層建築

物集積ゾーンの高さ８５メートルは、これは根拠になる、この数字の根拠になる具体的な

建設計画は今のところ、ないということなんですよね。ので、つまり今後必要になったと

きに、自由に建てられるように、今から緩和していきましょうという考え方なんだと思う

んですけど。 

 逆の発想で言うとですよ、依田委員とちょっと反対で申し訳ないんですけど、今回と同

じく地区計画変えれば、いつだって建てられるわけですから、具体的な計画が必要になっ

たときに地区計画をまた作れば、見直せばいいんじゃないですかという考え方もあると思

うんですけど、いかがでしょうか。 

○前田幹事 地域整備課、前田でございます。 

 まず、今、御指摘いただいたように８５メートルのエリアに関して、東大さんが今すぐ

何かを建てるという計画があるとは聞いておりません。 

 ただ、やはり我々としては、これだけ４０ヘクタールを超えるという、こういう大規模

な敷地の中で一定程度、高度を緩和する、高さを緩和する、そういったエリアを事前に設

定することで、東大さんとしても施設の計画を今後いろいろな形で検討されていくと思い

ますので、地区計画を定めるということの意味は非常にあるのかなと考えております。 

 地区計画を変更すれば、またいいんじゃないかという御指摘でございますが、地区計画、

一旦決めたものをずっと１０年、２０年、３０年と当然、その規制は残っていくわけです

が、必要な変更というのは全くないかと言われると、多分、必要な変更がある場合にはま

た検討をしていかなきゃいけないとは思うんですね。ただ、これだけ広いエリアで複数の、

これだけのたくさんの建物を抱えていらっしゃる東京大学の中で方向性を確認して、検討

を進めなきゃいけないということもございますので、区としても一緒に、このエリアであ

れば高い建物を許容しても、周辺への影響は少ないんじゃないかということで、整理させ
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ていただいているところでございます。 

○沢田委員 それは分かっているんですけど、今、申し上げたのは住民の側からしたとき

に、特に高い建物が近隣に建ったときに影響を受ける住民の側からしたら、建築計画があ

って、こういうのが建つんですよ、そのためには制限緩和が必要ですよって言われて説明

を受けるほうが、納得感がありますよね。 

 つまり数年後にそういう新しい計画ができて建ちますよと、あれ、東大って本当は高さ

制限あったんじゃなかったでしたっけ、いやいや、数年前の地区計画のときに、ほら、緩

和したじゃないですかって言われてから気付くというパターンがよくないと思うので、そ

ういう住民がいないように、やるんだったらやっぱりそこのところをはっきりと御説明を

いただいて、今すぐ建てるわけじゃないですけど必要に迫られて、でも、計画はないんで

すよね。 

 その辺がちょっと説明として難しいんじゃないかなと思ったのを、というよりは住民の

方にしっかりと理解をいただいて、そういう今後の計画のために、あらかじめ先手を打っ

て地域計画を変えるんですよということをはっきりと御説明いただくことが大事なんじゃ

ないかなと思ったので、今、御質問をしただけですので、今後の多分課題なんだろうなと

は思うんですけど。 

 要は、逆のケースですよ。この間、後楽二丁目の再開発のときは具体的な計画ありまし

たよね。そのために地区計画を変えるということなので、我々も議論をしやすかったです

し、イエス、ノーもつけやすかった、問題点も指摘しやすかったですけど、今回はそうじ

ゃないので、その辺り十分に気をつけていただく必要があるんじゃないかなというお話で

す。 

 それと関連して言うならば、高い建物が建ったときに恐らく一番影響を受けるのは周辺

市街地の方であったり、近隣にお住まいの住民の方なので、何でしょうね。例えばですよ、

高い建物が建って悪影響があったとしても、逆にその建物が建つことで自分たちにも何か

のメリットがあったらまだ納得がしやすいですし、理解、協力がしやすいじゃないですか。

前回の委員会、違う、ここではお話はなかったかもしれません。ごめんなさい、議会の中

でお話があったんだったとは思うんですけど、今回のこのまちづくりと併せて、並行して

東大さんは文京区と協定を結びましたよね。防災の協定を結びました。 

 具体的に言うと、御殿下のグラウンドの下にある体育館の施設の一部を周辺住民の避難

所として、２次的な避難所として開放しますよ、結構なエリアです。協定のエリアは一部
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ですけど、これだけ開放したというのは東大さん的には初めてなので、場合によってはも

うそれ以上の人が来たとしても、一定、バッファーがあるじゃないですか、東大のエリア

内っていうのは滞在できる、吸収できる、そのバッファーがある。通常の避難所になって

いる本郷小学校であったり、本郷台中学校に比べて広いですからね。 

 だから、そういうのはすごく大きな一歩だと思うんで、例えば高い建物が建つときには、

その新しく建つ建物の施設の一部がまたそういう２次的な避難所というか、避難者の収容

施設であったり、備蓄物資を備蓄しておく施設であったり、そういう協力とか、地域との

交流の仕方もあると思うので、これから東大さんが新しく計画をつくるときには、ぜひこ

の勢いで、流れで、地域の方たちが求めているニーズに合うような建物を建てることで、

そういう計画をつくっていっていただければ、少しそういうふうになるのかなと。いや、

これは要望でいいです。すいません、と思っておりましたということだけです。 

 もう１個、いいですか。 

○平田会長 短めにお願いします。 

○沢田委員 すいません。短めに行きます。あと、評価なんですよ。前回の審議会でも議

論したんですけど、まちづくりというのは特に住民の皆さんにとっては透明性と、あと公

正性ですよね。公正性が大事だと思うので、今回の高さ制限を緩和するとか、地区のまち

づくりに大きな影響を与える可能性のある変更の場合は、その変更がどういう影響を及ぼ

したかということを客観的に今後評価して、その次、同じようなことがある場合に生かし

ていただくのが大事だと思うんです。評価の仕組みもこの際、御検討いただいてはいかが

かなと思うんですが、いかがでしょうか。これだけです。 

○前田幹事 地域整備課、前田でございます。 

 前半のちょっとこの防災、区と協定を結んだ辺りのところでございますが、地域との連

絡体制みたいな形は４４ページで今回、この計画の中にも少し書かせていただいているん

ですが、地域の町会を窓口としては、させてはいただいておりますが、より一層、東京大

学と地域というのが連携していろいろなことに取り組めるように、こういう連絡体制もこ

の計画の中に一つ明確に示したということでございます。 

 あと当然、建物、大きな建物をつくるときにはいろいろな紛争の予防条例とか、そうい

ったものも当然ありますので、そういった中では、地域への説明というのは個々の建物計

画の中でしっかりしていくものと考えております。 

 それから、こういった都市計画全般に関する評価みたいなお話でございますが、こちら
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については地区計画、これから検討していきますので、どういった運用をしていくかとい

うのは、課題としては我々としても考えたいとは思うんですが、一つは大きく都市マスタ

ープラン等もございますので、そういった中でのチェックとか評価というのも、その都度、

行われるのかなとは考えております。全体として具体的に地区計画の評価というのはどう

いったものかというのは、なかなか難しいかと思うんですけれども、そこの辺は今後の研

究課題とさせてもらいたいと思います。 

○沢田委員 一言だけいいですか。すいません。じゃ、二言で。 

 紛争予防条例で解決とかいう話をしたいわけじゃないんですよ。そもそも紛争に突入す

るような計画プランにならないように、事前にそういう地域の方たちにメリットも含めて

御説明できるようにしてほしいという話と。 

 あと、評価は都市マスって言いましたけど、都市マスの評価の中にこういう単体の地区

計画の評価なんか、今までやってないですよね。いやいや、ごめんなさい、というよりは

最初に申し上げたとおり、え、あのときの地区計画で高さ制限を緩和したから、こういう

建物が建っちゃったんだ、みたいな言われ方を後でしないように、そういう声がもし出て

くるとしたら、そういう声がちゃんと拾えるような評価の仕方をする。そして、それを教

訓にして次、同じようなケースがあった場合に、二度同じ過ちを繰り返さないようにする

ための評価の仕組みをつくってほしいというだけの話なので、今ある評価の中に何かを吸

収してとかということではないですということだけです。 

 以上です。 

○鵜沼幹事 具体的なものがあったほうが分かりやすいという御指摘かなとは思うんです

けど、それを、それはそういうこともありますよねということを肯定はするんですけども、

一方で地区計画も都市計画ですので、用途地域や容積率を定めるときに地域の建物の計画

を把握してから用途地域を定めるわけではないというのは、一つの考え方として、一般的

にはそういうものですということ。東京大学さんも今、皆さんに具体的に何階建てで、何

メートルで、何平方メートルというものはないでしょう。ただ、これだけの土地を有効活

用していく上で何の目当ても立てず、このエリアと言っているわけではなくて、８５メー

トルというのは、もともと建っていた医学部の高さ、これを超えるのはどうなのかという

やり取りの中で、では、まず、この８０メートルというものが可能か、可能じゃないかと

いうことを命題に、周りとのバランスや残すべきもの、土地利用の考え方からして、今回

こういう緩和をすることは一定の合理性があるということを皆さんにお諮りしているとい
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うことでございます。 

 さらに評価なんですが、その具体的な評価指標をあらかじめ準備するというほうが合理

的というような御指摘かと思いますが、それは結構な時間がかかるものです。当初の予定

どおりかもしれないし、そうじゃないかもしれない。じゃ、それはもともと、どこから出

発したのかと問われれば、やはり今回お示ししている、このまちづくりの基本方針、ここ

で記述されたものが、何年後かは分かりませんが、東京大学や文京区が狙った地域の活性

化や防災性の向上、こういったものをベースにこの方針を使って評価していくと、そのよ

うに御理解いただければ幸いです。 

○平田会長 やり取りというか、何か案がありましたらお願いします。 

○沢田委員 案じゃないですよ。いや、それは合理性がないって言っているわけじゃない

んですよ。だから後楽２丁目の再開発とかと違って、今回の地区計画に関しては具体的な

何かがないままで８５メートルという数字が出てきているので、より慎重に丁寧に御説明

をいただく必要があるし、今後の対応も慎重に考えていただいたほうがいいだろうという、

今、申し上げたようなことが近隣住民から出てこないように今後の対応を気をつけていた

だきたい。 

 評価についても今すぐ指標をどうしてくれということじゃなくって、今後そういったこ

とがもし出てくることを想定して、その場合にはちゃんと拾えるように記録をして、次に

つなげられるようにしていただきたいという、今後のです。配慮を求めたいということで

す。私はそれだけです。 

○平田会長 同じことだったらもう、ちょっと打切りますが、違うことですかね。 

○依田委員 先ほど部長の話でやっぱりちょっと気になったのは、もちろん具体的な建物

の計画がないということ自体は別にそれはいいんですよ。ただ、今回のこのペーパーには、

その東大の意図すら書かれてないわけですよ。何がしたいから８５メートルにしたいのか

ということははっきり書かれてないわけなんです。それが非常に不満で、ちょっと建設委

員会ではそこをよしとしましたけれども、本来はこのペーパーの中に文言がなければいけ

ないと思うんですよね。 

 確かに、この中に例えばＰ３２とかに、上の一番上のピンクっぽい括弧のところに、東

京大学は指定国立大学に指定されており、大型国際、卓越研究拠点の整備など取組を進め

ているとは書いてありますけれども、そのためにこうしたいだ、ああしたいということは

一切書かれてないわけですよ、この中には。病院の方針についてもね、別に何か書いてな
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いわけなんです。 

 それで別に最終的な地区計画は、あくまでも高さとかね、定めるだけなんで、そういう

ところに意図は書かれないと思いますけれども、ここは、これはその前段としてつくって

いるわけだから、そこにやっぱり東京大学さんと一緒に考えて向こうの要望を取り入れて

つくっているわけだから、何のためにこれをやりたいのかというところの、もうちょっと

具体的な意図がないと本来はおかしいと思うんですよね。 

 そうでないと、例えば実際に地区計画を改定しました、地区計画つくりました、高さ制

限緩和しました、その後に、だから別に東京大学がその地区計画さえ緩和されたら、あと、

何つくって自由なわけじゃないですか。何も縛るものがないわけですよ。我々としては、

我々は高さ制限を緩和することに賛成、仮に賛成したとして、その責任があるわけだけど、

それに対して何か東大が全然違うことをやり始めたとしても何の責任もとれないというか、

責任取れないというか、逆に責任問題になるのかな。よく分からないですけど、そういう

ふうになりたくないから、本来はこのペーパーの段階でしっかりと説明を尽くすべきだと

思うわけです。私、何かおかしいこと、言ってます？ 

 だから、それについてちゃんとこの手続というか、それが、今までのこれまでのやり方

がどうだったのかということをちょっと振り返っていただいてコメントいただきたい。 

○前田幹事 ちょっとだけ資料の御説明を。地域整備課長の前田です。 

 今、御指摘いただいたように何のためにというところですね。何で高さを緩和していく

かというのは一定程度、我々としては東大さんと協議して整理したかとは思っています。 

 例えば３６ページのところで、区分ごとの高さ方針のところにも研究教育・医療エリア

のところに関しては教育研究を発展、推進させるとともに、先端的な医療提供を継続させ

ていくための高さを少し設定しようとか、高層建物集積ゾーンについても、あまり細かい

説明は確かにしてないんですが、施設の規模や機能の拡充を行うためという、そういった

ような趣旨ですね。今、御指摘いただいたように東京大学が何でもかんでも建てるという

ことではもちろんないような形で整理したという。 

○平田会長 ちょっとやり取りは御遠慮いただいて。田中委員にお願いします。 

○依田委員 説明をしていると、ペーパーに書くかどうかは全然違いますよね。 

○田中（と）委員 何言っているの。今回のこの東京大学本郷キャンパスの地区のまちづ

くりについてですが、今、話聞いているとね、その高さ制限どうするかという、そういう

単純な対立構図に矮小化すべきじゃ決してないんですよ、このお話は。そもそも今の話聞
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いていると、一つ決定的に欠けている視点があると私は思います。それは都市というのは

保存するだけじゃ、都市は持続しないという現実です。 

 本郷キャンパスには、確かに多くの歴史的な建築物ありますよ。それは確かに守るべき

都市資産、遺産ですよ。しかし同時に現実として東大の中、今もう今回も具体的な話等は

言われてないですけど、出てきていますよ。老朽化した研究施設であったり、高度医療の

更新を今、喫緊の課題として進めようとしているんです、東大は。国際研究拠点としての

機能強化したいって、東大、やっているんですよ。そうした課題がもう存在しています。 

 もし仮に都市計画として高さを絶対に変えてはいけないという立場を取るんであれば、

その結果として何が起こるかって、ちょっと想像してほしいんですよ。それは研究施設の

更新が遅れ、都市としての競争力が低下するということです。これは決して抽象的な話じ

ゃないんですよ。現在、世界の大都市圏ではケンブリッジやボストンはもちろん、もうシ

ンガポールなんかは大学を核とした都市再編が進められています。研究、起業、そして都

市空間が連動した環境が、もう新しい産業と価値をどんどん生み出しているわけですよ。 

 一方で、もし本郷だけが高さ変えちゃいけませんよと、都市はそのままでいいんですよ

とか、そういう姿勢を取り続けばどうなるかって、火を見るよりも明らかですよ。姿、変

えない都市というのは静止しているように見えます。でも実際は、それはゆっくりと衰退

しているということになります。 

 ここで申し上げたいのは、高さ制限を緩めることが目的なんじゃないんですよ。むしろ

重要なのは、高さを含めた都市空間をどのような理念で設計するかという話です。どんど

ん理念が語られているわけですよ。今回の検討では歴史景観を守るゾーン、そして教育研

究機能を更新するゾーン、医療機能を強化するゾーンといった形で、都市機能を整理しな

がら全体としてのバランスをとろうとしています。これは都市計画として非常に合理的な

アプローチだと思います。 

 逆に申し上げると、高さ制限だけ絶対的な価値として扱う議論は、都市計画というより

もう本当に感覚的な景観論ですよ、それ。景観論に近いと言わざるを得ません。ここは都

市計画審議会、そんな感覚じゃなくて都市の将来像を総合的に判断する場であるはずです。 

 さらに申し上げるならば、本郷キャンパスは単なる大学の敷地ではありません。日本を

代表する研究拠点であり、医療拠点であり、そして近年ではスタートアップの拠点にもな

りつつあります。つまり本郷はもう知識と都市が結びつく場所なんですよ。このエリアと

いうのは。このような場所において、都市計画が担う役割というのは変化を止めることじ



 -25- 

ゃありません。変化を秩序ある形で導くこと、こうだと思います。 

 今回の検討は、まさにその試みなんですよ。守るべき景観を守りながら必要な機能更新

を可能にする、そして大学と都市の未来、関係を未来に向けて再設計する。その方向性を

私は極めて妥当であり、むしろ都市計画審議会として積極的に評価すべきものだと考えま

す。 

 もう本郷という場所は日本の学術と文化の象徴ですよ。だからこそ、その価値を保存す

るだけの都市じゃなくて、未来を生み出す都市として発展させることが重要なんだと思い

ますけど、いかがでしょうか。 

○平田会長 この場は皆様の意見を広く承る場と考えておりますので、その御意見を承り

たいと思います。依田委員の御意見も沢田委員の御意見もありがとうございます。ですが

２時間という限られた中でたくさんの方の意見を聞きたい、承りたいことから、別の方に、

これ、このやり取りで時間を使ってしまうと、どうしてもそのやり取りが続いてしまうの

で、ほかにあればお願いします。 

 どうぞ。 

○太田委員 区民委員の太田です。質問を２つさせてください。 

 一つは、本郷キャンパスというのは非常に地域に開かれて、文京区内のキャンパスの中

でも自由に出入りができて緑も豊かでという中で、それを保全していく、歴史的な建物を

含めて保全していくために更新の中で高い建物が必要になるというのはよく分かる話だと

思うんですね。 

 ただ、この都市計画的には８５メートルの高さを建てるのはこの辺だろうというのは、

僕らはそう思うんだけど、本郷キャンパスの各学部の中で、これ、見ると医学部は高くて

工学部、法学部は高くないんじゃないか、とかというようなところが、大学の中できちん

と御理解いただけているのかどうなのかという点がちょっと心配になりましたので、もし

分かれば教えていただきたいというのが一つ。 

 それからもう一つは、これ、弥生キャンパスは全く手つかずで、弥生キャンパスについ

て何か大学の中で、あるいは文京区に対して同じようなことを考えたいというような意向

があるのかどうなのか。 

 それから今度、区民に対してあまり開かれてない大学キャンパスも区内にはあって、東

洋大学さんとか中央大学さんとかお茶の水大学さんとか広いキャンパスがあって、高さ制

限があって建て替えしにくいと思っていらっしゃるのかもしれないんだけれども、区民に
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対して、ほぼ、ふだんは学生さんと先生たちは研究していらっしゃる方は入ってきている

んだけど、そうじゃない区民は緊急避難場所には指定されているのかな。されてない、さ

れている場所だけの区民としての利用しかできないのか。そうでないところは今度、こう

いう緩和を考えるときには、区民に開かれて、区民にも何かプラスがあるときにはそうい

うことが検討できるのか、その辺はどう考えていらっしゃるのかというのを教えてくださ

い。 

 以上です。 

○前田幹事 地域整備課、前田でございます。 

 まず、１点目の地域に開かれたというようなところでございますが、大学の中にこうい

った計画をつくるときに、先ほどの御説明でも大学の取組という形で１２ページ以降、い

ろいろな取組が、東京大学さんが自ら決めた計画が１２ページから１５ページぐらいまで

書かせていただいておりまして、その中で一つ地域に広がり、何というんですかね、開か

れたというのは、東京大学としての非常に大きな方針として書かれている部分がございま

す。 

 特に１４ページのあたりで、大学のＵＴｏｋｙｏ Ｃｏｍｐａｓｓみたいな形の考え方

があるんですが、その中でも知を極めるとか、人をはぐくむとか、場をつくると。場をつ

くるの中に地域が抱える社会課題への貢献というのも東大さんが自ら計画として出されて

いるところでございます。そういった中で、今回の文京区としての都市計画方針も整理さ

れていったというところでございます。 

 この計画作るときに今、御指摘いただいたように特定の学部のところだけが高さが緩和

されているんじゃないかという御指摘等かと思うんですが、当然これ、我々と東京大学の

施設の管理の部門の方々と話した中では、東京大学の中でも意見を聞きながら、これは一

緒に検討してきたものですので、東大さんの中での議論というのも当然あった中でこうい

う形を今、進めてきたというふうに考えているところでございます。 

○太田委員 ありがとうございます。 

○前田幹事 それから弥生キャンパス等につきましては確かに今回、地域住民の方へ説明

した時も弥生キャンパスとか浅野キャンパスとか、ほかのキャンパスについてはどうなん

だという御質問等々あったんですが、今回は東京大学からは本郷キャンパスについてこう

いう地区計画を目指したいというふうに聞いておりまして、その中でも、もし東大さんと

しても必要だという判断があれば、我々としてもぜひ一緒に検討はしたいというふうには
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考えているところでございます。現時点では本郷キャンパスだけを対象とした地区計画を

今は目指しているというところでございます。 

 東大以外の大学で閉鎖、東大ほど開かれてないという大学という御指摘ですが、都市計

画として考えるという意味では、東京大学の場合は以前からこういう形でまちに開かれた

大学というのが出来上がっているということと、これだけ４０ヘクタールを超えるような

やっぱり大規模なところでございますので、一つのまちのような形になっています。こう

いった中では我々としても一緒に都市計画的な視点でこういう整理をするということを進

めてきたところでございまして、ほかの区内の大学全てでこういったことをやるかという

と、なかなか今は難しいかなと正直考えているところでございます。 

○太田委員 ありがとうございます。 

○平田会長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○松田委員 区民委員の松田でございます。よろしくお願いします。 

 非常に基本的な質問で恐縮なんですけれども、まず一つ教えていただきたいのは、ここ

の東大の敷地というのはもともと国の財産の行政財産か何かなんだと思うんですけど、そ

れに文京区のプランをつけているということで、国の財産の上に文京区のプラン、計画を

つくったときにこれ、強制力というのは国に対してあるものなんですか。そこをまず教え

てください。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。 

 今回、都市計画方針ということで、今後決めていこうとしている地区計画というのは都

市計画法に基づいて、その地域とか、そういったところのまち、あるいは建物、公園とか、

そういったものをどういうふうにしていくかという方針を地区計画で決めるわけですが、

それは例えば東京大学さんの合意の下で進めていくものでございますので、この方針自体

は強制力があるかというと強制力があるものではないんですが、この先にある地区計画と

いう形で東大と一緒にルールを決めて、それを守っていただくということになるのかと考

えております。 

○平田会長 ほかにはいかが、どうぞ。ごめんなさい。 

○松田委員 すいません、もう一つ教えてください。 

 あと、先ほど高さ制限の話が出ていて、今現在で最高限度を現在の入院棟と同程度の８

０メートルくらいというふうな話がありまして、８０メートルというふうに書いてあるん
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ですけれども、例えば通常の建物で、例えば階高が５メートルだとすると１７階建て、敷

地があんまりないので１７階建ての建物、大した建物できない。それでいうと今後、最新

鋭のものがどんどんできていくから、そんな形では到底ないような気がしていて。そうな

ってくると、そもそも８０メートルでいいのと、もっと高くしなくていいのという、そう

いう議論は当然出てきてしまってもおかしくないのかなというふうに思ってしまうという

のが一つ。 

 あと一方で、東大は指定国立大学ですから、ですから恐らく収益を上げなきゃならない

という話が命題となって、だからこそスタートアップの企業をいっぱいつくっているとか

って話になってくると思うんですけれども、別の方針として考えられるのは今、持ってい

る資産の有効活用、有効活用は何かって不動産ということになってくるので、この辺のと

ころを例えば収益事業に一部充てて、それを研究費に回すなんて話も当然出てくる可能性

あるので、そうなってくると、ここのところで８０メートルとか低く抑えていると必ずし

もいいものではないんじゃないかなというふうに思うんですが、それの議論、もしありま

したら教えていただけると幸いでございます。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。 

 今回、この８５メートルが一番高いところ、すいません。いいですか。 

○平田会長 どうぞ、どうぞ。もちろん。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。 

 高さ８５メートルだけでなくて、先ほどからちょっと出ている３６ページのところでは

基本的に教育研究・医療エリアという呼び方をしているんですが、全域的に６０メートル

程度の高さ制限の形で考えていて、その一部が８５メートルみたいな形の段階的な高さを

設定させていただいています。 

 これだけ広い敷地でございますので、東大としてはこの程度の高さで基本的には将来の

計画というのは賄えるんじゃないかということで、協議が進んでいるものかと承知してい

ます。 

○松田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○平田会長 それでは、そろそろ次に移りたいんですけどよろしいでしょうか。 

 じゃ、短めにお願いします。 

○板倉委員 高さの問題が出ておりますので、私もそこのところでお聞きをしたいと思う

んですけれども、文京区が区内全域に絶対高さ制限をかけたときに、東大さんから、あそ
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こは２２メートルですけれども、そういう高さのことについて何か御意見とか出たときが

あったんでしょうか。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。 

 絶対高さ制限を定める際には、東大だけではなくて全域的に意見をいろいろ、住民の方

も含めて丁寧に意見を聞きながら定めたと聞いておりますので、それについて特段、２２

がいいとか悪いとかというよりは、御理解いただいた形で一旦指定させていただいたとい

うふうに考えています。 

 その上で、高度地区を変えたときから、当時から一定の緩和というのは当然ルールとし

て決めておりまして、その中の一つが地区計画を定めた場合は、その地域にふさわしい高

さにできるというのがもともと入っておりますので、それは東大さんにも御説明した上で、

これまで来たというふうに考えています。 

○板倉委員 説明はされたということなんですか。今回、文京区がこういう形で東大の本

郷キャンパス地区のまちづくり検討、まちづくり方針というのをこれから方針が出されて

議論がされているんですけれども、これについては東大さんが令和４年、２０２２年７月

に東京大学と周辺地域の連携による東京大学本郷地区キャンパスエリア活性化に向けた基

本構想というのを作られて、これが文京区との話、これを基に文京区といろいろやり取り

をしながら今回、こういう形での方針案が出てきたと思うんですけれども。 

 これに先立つ、これは２０１０年が一番新しい改定になるかと思うんですけれども、本

郷地区キャンパス計画要綱というのがつくられてあるというのは今回の資料にも書かれて

いるんですけれども。これを見ましたら、１６ページのところに高度と利用密度による地

区区分というのが書かれているんですよ。その中に建築物の高さと各地区の容積率の限度

というのが書かれておりまして、低層地区、中層地区、高層地区ってなっていて、高層地

区については高さ６０メートル、容積率３００％、こういうことで、あの時点では決めて

おりまして、この文章によると高さが６０メートルより高い建築物を計画する場合は、総

長にその必要性の確認が行わなければならないというふうに書いていて、この時点のとき

には６０メートルだったんですよね、高さは。 

 それで、これを土台にして今回の東大が出している基本構想というのができてくる、き

ていると思うんですけども、２０２２年に出されたこの基本構想のところを見ますと、先

ほど御意見出ていますけれども、東大が世界最先端を行く良好な研究環境や医療環境を創

出するには、その活動を行う施設の機能更新や強化に加えて、歴史性も有する本郷キャン
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パスの豊かな野外空間の確保、整備も非常に重要であると書かれていて、その後に書かれ

ているのが合理的配慮に基づいた建物の高度利用などということが書かれていて、これを

受けて今回のこの高さのこういう形にしていく、していったんだというふうに私は理解し

ているんですが。 

 ここの、いただいている資料の３６ページのところにも合理的かつ適切な土地利用によ

るということで、高層建物集積ゾーンは入院棟と同等の８５メートル程度というふうにな

っているわけで、これは東大さんの要求を区がこういう形で受けて、建物についても高い

ものを建てていこうということの計画だと思うんです。 

 せんだっても、私も説明会というか、パネルやパワーポイントで説明があるのを聞きに

行きましたけれども、あそこで出された御意見を見ても、やっぱり高い建物の高さについ

ては近隣住民として気になりますというお声があったり、あるいは高層建築物が建ち並ぶ

ことを一番危惧しています、こうした御意見があって高層化には配慮が必要です。こうい

う御意見があるということも、やっぱりきちっと酌み取っていただいて、この必要な建物

の建て替えは、それは必要だというふうに私は思います。 

 この間、あそこの建物を見てまいりましたけれども、高さ、ごめんなさい、入ってすぐ

の本部棟のところももうネットがかけられたりしながら、ちょっとこのままでは維持とい

うか、していくのも大変なのかなというふうには思って見てきましたけれども、だからと

いって、本当に高いものをつくらなければならない必要があるかといえば、本当に私はあ

れだけの敷地の中の、敷地があるわけですから、きちっとやっぱり工夫という言い方は当

たらないかもしれないんですけれども、そういう形で進めることができるのではないかと

いうふうに思います。 

 今回、都市計画審議会にこういう形でかかって、皆さん、いろいろ御意見出ているので、

やっぱり一番関わる地域の皆さんにそうしたことも返していただいて、やっぱり地域の皆

さんから御意見をいただくというのが非常に重要だというふうに思いますので、そこはぜ

ひとも進めていっていただきたいというふうに思います。 

○平田会長 短めにお願いします。 

○板倉委員 都市計画を立て。ごめんなさい。はい。地区計画を立てて、そこの中で建物

の高さを決めていくことですから、本当にいろいろ出ていますけれども地区計画って普通

考えたら、いろんな人たちの土地を一緒に一つの土地として地区計画をつくっていくわけ

ですけれども、今回は東大さん一者というか、の中での地区計画ですから、なかなか地域
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の皆さんの御意見が反映し切れない部分もあるのではないかと思いますので、そこのとこ

ろは本当に皆さんのそうした危惧の声に応えていけるような中身にしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。 

 地域への説明という意味では、今回の計画作るときに十分丁寧に説明してきたつもりで

ございます。近接する町会さんには御説明を上がったり、それから先ほど少し説明したパ

ネル展示型の説明会、それからホームページを活用して動画で説明するなど、なるべく工

夫して広く意見をいただける形で進めてきました。 

 今後の地区計画決定に向けては、当然、同じように、今回東大というちょっと特殊な４

０ヘクタールを超える大きな敷地でございますので東大の地区計画にはなってしまうかも

しれませんが、周辺地域の方の御意見も十分丁寧に聞きながら決定することにはしていき

たいと考えております。 

○平田会長 ほかに御質問がなければ次にいきますが、よろしいでしょうか。 

 それでは２番目の、ちょっと残り時間少なくなって司会としてはどきどきしているんで

すが、湯島三丁目北東地区のまちづくりの検討状況についての御質問、御意見ありました

らお願いしたいと思います。 

 どうぞ。 

○依田委員 ありがとうございます。この場は都市計画審議会なんで、また立てつけも含

めてちょっと伺いたいんですけども、今回この湯島三丁目の北東地区のまちづくりという

ことで、そもそもやられていると思うんですけども、要はこれ、春日通りで北側と南側に

分かれていて、北側のエリアでは割と具体的な再開発の構想が進んでいて準備組合もでき

ているし、かなり大規模なプロジェクトが動いているわけなんですよね。 

 それに対して文京区として、この湯島三丁目北東地区全体という、南側も含めたエリア

でまちづくりのというので、いろいろつくっているわけなんですけど、要は北側に関して

はもちろん再開発をするわけですから、都市計画的手法、都市計画の変更が行われる見通

しなわけですけど、南側については特に都市計画的な手法を使う予定はないというふうに

建設委員会でも聞いております。 

 それを考えたときに今回北と南と併せて、まちづくりというふうにやっているわけなん

ですけど、そもそも何でそういうことをしているのかという話なんですよね。それを聞い

たわけなんです。多分、私が想像するには北側の再開発の話があって、それに併せるよう
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な形で、もうちょっと広いエリアでまちづくりというものを、何か方針をつくろうねって

言って文京区としてはつくっていると思うんですけど、別に南側はこれ、読んでもほとん

ど中身がないわけなんです。この南側も含めた、そういうまちづくりとかというのをやる

必要があるのかということを知りたいわけですよ。 

 結局、北側で開発をするんであれば、別にそれは粛々とやればいいわけであって、それ

に対して鷹仰な、またこれも何十ページもあるようなペーパーをすごいお金をかけてつく

るということの、それ自体も、もちろんそれは行政の作法だというなら、それは説明して

ほしいし、そうじゃないんであれば無駄と言わざるを得ない部分もあるので、それについ

て文京区としてどういうふうにお考えになっているのかっていうのをちょっと知りたい。 

○前田幹事 地域整備課の前田です。 

 エリアの考え方については今回の資料１－２の６ページあたりに、はじめにというとこ

ろで少し書いてはあるんですが、当初は湯島三丁目の春日通りの北側で再開発を目指した

いという住民の方からいろいろお声をいただいたときに、区としてどうしていこうかとい

うのを考えてきました。 

 一つは、文京区の都市マスタープランの中では、湯島駅の周辺というのは一つの拠点と

いう位置付けになったということもございますので、この北側だけじゃなくて湯島駅周辺

という意味ではもう少し広いエリアで、まずは地域の課題、そういったものを住民の方の

意見も聞きながらまとめるっていうのは非常に重要なことかと思っているところです。 

 ちょっとこの１－１の背景の最後のあたりに書いてあるんですが、令和３年度ぐらいか

ら少し地域の方の思いを酌んでというか、意見を聞きながら基礎調査みたいな形を進める

中で、やっぱり湯島三丁目といっても地域によって少し都市の状況が違ったというふうに

私も考えています。今回取り上げたエリアというのは春日通りが将来拡幅されるというこ

ともあって、今現状、春日通り沿いの例えば歩道なんかは非常に狭くて人通りが多いわり

には行きにくいとか、北側も南側も同じような都市的な課題というのは持っているんじゃ

ないかと思いました。 

 さらに、先ほどから少し御説明しているんですけど、街区の状況を見ても春日通り沿い

に関してはある程度、北側はそうでもないですけど、南側はある程度、建物が更新されて

耐火性の高い建物であったり、高度利用されている建物が幾つも建っているというのは分

かるんですが、後背地に入るとやはり道路が狭いとかという課題もあって、木造の建築物

が少し残っていると。そういった意味で、今回取り上げた北東地区に関しては湯島三丁目
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の中でもやっぱりちょっと課題の割と多いエリアだと。 

 そういった中で町会さんとも意見交換しながら、春日通りを挟んで北側も南側も同じ町

会さんが入っていたりするということもあって、そういったメンバーの方々の御意見も考

えながら、まずは都市計画、まちづくりの方針はこのエリアでやってみようということで

始めたというところでございます。 

 最終的に都市計画まで南側を持っていくについては、なかなか難しいというのは私も承

知しており、同じような考えでございますが、さっき少し御説明したんですが北側で再開

発が進んでいく中で、まちが少しずつ変わっていくんじゃないかと思っていまして、その

波及効果みたいなものを少しでも南側にあったらいいなということです。 

 ４９ページのところで少し御説明しますけど、南側エリアのまちづくり構想のところで

も春日通りの北側の黄色い破線で書いてあるところですかね。新たな魅力、個性の波及と

いうのもできれば南にもやっていただけないか。具体的には、例えばエリアマネジメント

の組織みたいのを今、再開発の事業を進めている中では地域の方に、検討をお願いしてお

りまして、地域主体のまちづくりの、建物が出来上がった後というんですかね。そういっ

たエリアマネジメント組織をぜひ北側でつくっていただいて、それを北だけじゃなくて、

できれば南側の方も一緒に、この周辺地域全体の魅力の向上みたいな形でぜひ取り組んで

いただければ一番いいなというところでございます。 

 そういった意味で、少し広い範囲ではあるんですが、こういうまちづくりの基本方針を

今まで検討してきたというふうに考えております。 

○依田委員 ありがとうございます。幾つかの説明は納得できるものだったんで、取りあ

えず、ありがとうございます。 

○平田会長 じゃ、先に挙げた。はい。 

○板倉委員 ここのまちづくりについてですけれども、北側地域というのかしら、北側エ

リアですね。そちらのほうの方々が再開発をやっていきたいという意向があるということ

ですけれども、そこの方々、地権者が何人ぐらい、何人いらっしゃって、再開発をやって

いこうということについては意向調査みたいなこともされているのかなというふうに思い

ますけれども、何％の方が進めていきたいというふうにお答えされているのか、その数字

をお聞かせください。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。そうですね、北側エリアの権利者数がすいません、

ちょっといろんなカウントの仕方があるのですけども、一応、土地または建物を所有して
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いる人数というのは大体１５０名程度というふうに聞いております。今、再開発の準備組

合というのが立ち上がっているんですが、ちょっとはっきりした数字、ごめんなさい、明

確には聞いてないですけど、７割程度の方はその準備組合には参加しているというふうな

状態だと思います。 

○板倉委員 はい、分かりました。まだ、まだというか、７割、残り３割の方がどうして

いけるのかということが出てくるかと思うんですけども、やはり納得しながら進めていか

ないと、これは大きい問題があるかなというふうに思います。ここの地域はやっぱり、あ

ちこち、あちこちというか、いろんなところで再開発をやっていると思うんですけれども、

やはりそちらとはまた違うような趣のあるまちですから、特徴、ここで書いてあります特

徴あるまちをやっぱり継続できるような、そういう形にされたほうが、されていくことを

私は望むわけです。 

 これ、この間、何回か、話合いの機会をやっておりますけれども、住まいだとか、まち

の継続に関する意見が十分に反映されてないというような声が、ごめんなさい、令和７年

６月１８日にそうした意見が出ているので、そうした声に応えるような内容にしていかな

ければならないということと。 

 あと、ここに３８ページのところにありますけれども、これからこのまちづくりをして

いくためには重要であると考える項目という中に活気とか、にぎわいのある商業地の形成

とか、災害に強い安全な市街地の形成、これはどこの再開発地域にもこういう声があるわ

けですけれども、特にこちらの地域については湯島天満宮や上野恩賜公園など連続した広

場の整備、これが大きく数字的には出ておりますから、こうした歴史や文化資源がある、

こういう土地柄が本当に皆さんの総意となりながら、そういうまちをつくっていただきた

いと思うんですね。 

 来街者を、何だろう、呼び込むというだけではなくて、自分たちがそこのまちに本当に

住み続けられるという、そういうやっぱりまちづくりを進めていってもらいたいなという

ふうに思いますので、私はそういう意見を言いたいと思います。 

 それで、お答えはいいですね。 

○前田幹事 ちょっとだけ説明してよろしいですか。地域整備課の前田です。 

 今、委員言われたように、この途中の段階の資料は地域の方と意見交換やったりとか、

アンケートやったりとかっていろんな意見を組みました。その結果として一応、さっきの

説明で省略していて恐縮なんですけど、４３ページあたりで、まちづくりの基本方針とい
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うことを、基本方針の１から５まで出したんですが、やっぱりその一番上に地域コミュニ

ティが築く身近なまちづくりということで、地域の方が一番ここを熱心に言われてたんで

すね。そういった意味では十分地域の方の意見を酌みながら、何とかここまでまとめてき

たかと思っています。 

 やっぱり外部の人間から見たら、湯島の繁華街みたいなイメージなんですけど、意外と

地域の方というのはそういうものを大切にしたいという御意見が大きいので、そういった

もの、意味でも一番上にここを置いたりとか、十分、地域の方の御意見を聞きながら今後

のまちづくりを進めたいという方針にはさせていただいていると思います。 

○板倉委員 ちょっと１点、披露させていただきたいと思うんですけれども、今年２月の

１８日の新聞なんですけれども、建築界のノーベル賞と言われるプリツカー賞を２０２４

年に受賞した建築家の山本理顕氏が東京の都市再開発計画を厳しく批判をした発言という

のがあったそうで、直接は見ていないんですけれどもＳＮＳ上でも話題になっているとい

うことなんですが、その方がおっしゃるには、今の再開発は大失敗で、地域の人に全く役

に立たないものをつくっているというふうにこの方はおっしゃっているんですね。 

 それでデベロッパーや企業のための都市再開発になっており、まちを壊している、この

ように告発をされているというのが新聞に載っていたんですけれども、やっぱり再開発を

やったことが、本当にそこにいる方々がよかったなと思えて住み続けられるような、そう

いう再開発にしていっていただきたいな。それはもう皆さんの話合いの中で進めていくこ

とですから、外からいろいろ、いろいろ注文を付けたりということはできない部分もあり

ますけれども、ぜひそういう意見があるということはお伝えいただきたいなと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。 

 そうですね。いただいた御意見というのはいろんな意味であるんじゃないかと思うんで

すが、地域の方々はいろいろ議論した中で、こういった方針を一緒にまとめてきたと我々

としては思っていますので、ぜひこの後の再開発事業に向けて、これを生かした形で計画

としてはまとめていきたいと思っています。 

 それから先ほど権利者数、１５０程度という答弁させていただいたんですが、すいませ

ん、ちょっと訂正させていただきたくて、最新の状況として我々が確認、聞いているとこ

ろでは約１１０名程度でございます。すいません。訂正させてください。 
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○板倉委員 はい。 

○平田会長 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

○高取委員 ありがとうございます。私も先ほどの委員の御意見と近いところもあるんで

すけれども、これまで東京でもターミナル駅で渋谷、新宿と大規模再開発が進んでまいり

ましたが、これから上野駅周辺が大きく動いてくるという中で、また渋谷、新宿とは違っ

たような異なる地域の方々が主体となったような多様で、かつ固有性を持ったエリアが連

鎖していくような、上野らしい再開発ですとか地域づくりの在り方というものがこれから

求められてくると思います。 

 まさにこの湯島の地区も、台東区と非常に入り組んでいて、台東区と一体的にこの上野

の在り方も考えていくということも大事かと思っております。今、台東区のほうでも藝大、

東京藝大様とメトロ様と台東区役所の周辺の再開発と併せて、その上野の駅周辺のエリア

をどういうふうに緑やユニバーサル、また、アート等で結んでいくかといったような座組

もつくって、ワークショップ等も次年度していこうと、私も少し関わらせていただいてい

るんですけれども、そうした動きもございまして、ぜひこの周辺の地域等の方々と主要な

方たちとも連携していきながら、上野全体が魅力のあるエリアとなっていくようなまちづ

くり、広域的にも連携していくことが大事なのではないかと思っておりまして、そのあた

り、ぜひ既に進められていらっしゃるところですとか、今後ありましたらお聞かせいただ

けたらと思っております。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。 

 そうですね。台東区側との連携というのは我々も重要な視点かなと思っておりまして、

今回こういう計画つくる際には区役所同士での意見交換とか、そういった形では最近は頻

繁にやらせていただいております。今、御案内いただいたような台東区側のまちづくりと

いうのもかなりいろいろ取り組まれているというの、聞いておりますので、地域の方にも

そういった取組を紹介しながら、なるべくより広い範囲でいいまちにしていくということ

については、我々も一緒にぜひやっていきたいというふうに考えております。ありがとう

ございます。 

○平田会長 質問がありましたら応答はペアと思っていますので、私が当てなくてもお答

えいただいて大丈夫ですのでお願いします。 

 何か。手が挙がっていますね。沢田委員、どうぞ。 

○沢田委員 端的に２つだけ。ここまで質疑あったとおりですけど、今回のような大規模
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な再開発などを含めるまちづくりというのは周辺地域全体に大きな影響を与えますよね。

ただ、前回も指摘したんですけど、その影響が実際、可視化が難しい、そして一般の区民

には正直よく分からない現状があると思うんです。 

 要は過去の事例、過去の再開発事業についての客観的な評価もできてないですよね。要

は、それぞれが、ここはよかったとか、今のように失敗だったとかということを主観的に

言っているだけで、客観的な指標を設定したり、その推移を追ったりということができて

いないと思うんですよ。 

 ただ、これは区が悪いと言っているのではないんですよ。区は進めている側なので、進

める側は、その構造の問題でマイナスの評価を事後であったとしてもしづらいじゃないで

すか。だから、そのせいで、いわゆる教訓ですかね、教訓が広く共有されなくて次に生か

されにくくなっている、そういう構造の問題なんじゃないかと思うんです。 

 ただ、一方ではこうした課題を、構造上の課題を克服するために、そのほかの都心区だ

と第三者による評価委員会を設けて知見を蓄積したり、今後のまちづくりに生かしたりし

ているところもあると伺っているんですけれども、文京区としては、そういった調査研究

をされていますか。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。 

 御指摘いただいたように再開発事業の評価という話はいろんなところで議論されている

というのは承知しております。区として現時点で再開発にピンポイントで、どういった事

後評価みたいな形というのをやるかというのは、まだ大きな方針というのは固まってない

状況でございまして、他自治体の取組等は、研究はしたいというふうに思っております。 

 ただ、今回も湯島地区で再開発をするという大きな流れの中で、今日御説明したような

地区の、まず課題とかを区だけでなくて地域の方々と意見交換しながら、こういう基本方

針としてまとめて、その上でそこのエリアにふさわしい再開発事業というのを検討してい

くのがやっぱり一番いいやり方なんじゃないかと思って進めているところでございます。

今回の基本方針策定の中で、かなり１年半ぐらいの時間をかけて地域の方の意見を聞いて

いますので、ぜひこれを生かした形で次の都市計画決定に進みたいというふうに考えてい

るところです。 

○沢田委員 まさにおっしゃった、地区の課題に今、湯島でされている課題の整理とか、

その住民の方との検討というのもある種、事前の評価の段階にも入っていると思うんです

よね。本当であれば。 
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 今、研究されているとおっしゃっていたんで紹介しますけど、港区は第三者委員会やっ

ていますよね。再開発事業の事後評価をやっています。結果報告はホームページに公表さ

れているので、これ見ると皆さん、見ていただくとすごくよくできていて、事業の意義と

か課題だけじゃなくて評価制度そのものの意義とか課題にまで触れているので、広く住民

が再開発事業とその評価制度について理解ができるような報告書なんですよ。 

 あと、私、聞いたところでは千代田区が港区の事例を基に。何でしょう。 

（「やり取りはしないんだよ」と言う人あり） 

（「やり取り、何回もやったら時間がかかるから。やり取り、始めているでしょう、今。」

と言う人あり。） 

○沢田委員 すいません。いいですか、ごめんなさいね。質問しますから。千代田区さん

なんですけど、港区の事例を基に事後評価に事前評価です。今まで申し上げたような事前

の評価を加えて、新たな評価制度を構築中だという話なんですね。千代田区の担当者に伺

ったんですけど、昨年度から専門家委員会を設置して検討していて、来年度にはその専門

家委員会の制度の検討の結果、そのプロセスも含めてオープンにされるということなんで

す。 

 こうした事例があるので、特に港区とか千代田区とか、ほかでも近隣区で検討している

かもしれませんので、ぜひその各区の検討状況を調査いただきたいなというお話、いただ

いてはいかがですかというお話なんですけど、どうでしょうか。これだけです。 

○平田会長 お答えされますか。 

○前田幹事 はい。地域整備課、前田です。 

 御指摘のように事業評価等というのは各区でやっているとは承知しておりますので、今

後どうするかというのは我々のほうでも研究はしてまいりたいと思います。 

○沢田委員 委員長、最後の一言。いや、それは研究して終わりというふうのにしないで

ほしいということなんです。これ、今までも何度も言っていますよ。研究します、で終わ

らないでいただきたい。要は、研究されるなら、ぜひ次回とか次回とか、どこかでまた御

報告をいただいて、議論をさせてもらいたいということなんです。もう何度も言っていま

すけど、住民主体のまちづくりをするためには、こういった事業の評価が大事だと思いま

すので、事業の透明性と公正性の担保ですよね。これだけは念頭に置いて続けていただけ

ればと思います。 

 以上です。 
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○平田会長 ほかにはいかがでしょうか。 

 じゃ、短めにお願いします。もう一つ議題が残っていますので御協力をお願いします。 

○太田委員 １点、地域コミュニティを築くような、住民がここに新しく住むような再開

発をという意見がおありだと伺っているんですけど、大手デベロッパーが再開発事業をや

って、これから建てるタワーマンションにばっかりになっちゃっていいのかというふうに

は、ちょっとやっぱりこのエリアでも思うんですけど、今、東京都が進めているアフォー

ダブル住宅をつくっていこうというようなことをやっていらっしゃって、こういうのがこ

の再開発事業に組み込めるような仕組みというのは何かあるんでしょうか。教えてくださ

い。 

○前田幹事 都さんがやられているアフォーダブル住宅への方針というのは、いろんな取

組されているとは聞いているんですが、ファンドをつくったりとか、そういった形で古い

建物をリノベーションして、そういう何というんですかね、アフォーダブルな住宅をつく

るみたいな形の取組もあるとは聞いています。 

 再開発事業の中で、そのものでアフォーダブルなものを全て整備とか、整備していくと

いうことまでは現時点で我々としては考えておりませんで、ここで書いている地域コミュ

ニティが築くというところの中では、今現在も少ないとはいえ、地域の住民の方はいらっ

しゃいますので、そういった方々を中心に今までは町会とかそういった単位、商店会です

かね。そういった形でいろいろな地域の取組をいろいろやっていただいていたところなん

です。今回この再開発を契機として、できれば先ほど言ったいわゆるエリアマネジメント

というんですかね。こういうデベロッパーさんだけではないのかもしれませんが、地域の

住民と一定の企業とかが一緒に地域の課題を継続的によくしていくというような取組をで

きれば進めていきたいということで、相談させていただいたような状態でございます。 

○太田委員 ありがとうございます。 

○平田会長 ほかにはよろしいでしょうか。 

 もう一つ議題が残っておりますので手短に御説明いただき、質疑応答に御協力ください。 

 次が、新たな防火規制の導入について、事務局からの資料説明をお願いいたしたいと思

います。 

○川西幹事 建築指導課、川西と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは資料２に従いまして、新たな防火規制の導入についての報告というところで説

明させていただきます。 
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 １番の概要でございます。新たな防火規制につきましては、特に震災時に発生する火災

等による危険性が高い区域を東京都が指定するものでありまして、この区域指定（案）、

これが別紙１のように示されました。該当する区域の住民、所有者等に周知した上で都計

審等に報告することとされておりますので、報告するものとなっております。 

 （２）でございます。令和７年３月に東京都は防災都市づくり推進計画、基本方針を改

定いたしました。整備地域等の見直しが行われ、根津二丁目の南側につきましては防災環

境向上地区と新たに指定されたところでございます。このことを踏まえ千駄木二丁目、五

丁目及び根津二丁目につきまして新たな防火規制の指定を行い、併せて別紙２にあります

ように不燃化推進事業、これは仮称でありますが、を開始するものでございます。 

 ２番の区域指定でございますが、先ほど言いましたように千駄木二丁目、五丁目及び根

津二丁目の防火地域以外の準防火地域のエリアに関して、新たな防火規制の区域とすると

いうところでございます。 

 ３番の区域指定の理由でございますが、まず、千駄木二丁目、五丁目及び根津二丁目の

北側につきましては、東京都の震災対策条例に規定する整備地域に該当するため、新たな

防火規制の区域とするというところでございます。 

 （２）でございます。根津二丁目の南側につきましては、東京都の防災都市づくり推進

計画に基づく防災環境向上地区に指定されたため、新たな防火規制の区域とするというと

ころで、千駄木二丁目、五丁目及び根津二丁目は区域指定とするというところでございま

す。 

 主な規制の内容でございますが、４番でございます。準防火地域において原則全ての建

築物を準耐火建築物等以上とし、４階建て、もしくは延べ５００平方メートルを超える建

築物につきましては耐火建築物等とするというところでございます。 

 ５番の、これまでの経緯でございます。令和７年１０月に、東京都に区から区域検討

（案）を提出いたしました。１１月に東京都から、別紙１のように区域指定（案）を含む

文書を収受したところでございます。その中で区域指定（案）を住民に周知するとともに、

都市計画審議会等に報告するようにというふうにされておりました。 

 住民への周知としましては、根津と千駄木の区有施設におきまして、パネル展示型の説

明会を１２月に４回開催したところでございます。また、該当する区域の土地及び建物所

有者等にアンケート調査を行ったところでございます。 

 都市計画審議会等への報告としましては、令和８年２月２６日の建設委員会で報告を行
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った後、本日の都市計画審議会で改めて報告を行うものでございます。 

 ６番のアンケートの調査の経過についてでございますが、別紙３のように該当する区域

の土地、建物の所有者約６,０００人にアンケートを送付いたしました。総数で９２１件

の回答を得た、１５％強の回答を得たところでございます。不燃領域率の語句については

知らなかったという回答が多かったものの、不燃領域率７０％を目指すことや、新たな防

火規制を導入するということについては肯定的な回答が多数を占めたというところでござ

います。 

 最後に７番、今後のスケジュールでございますが、この後、令和８年５月に都に区域指

定（案）に関しての回答を行いまして、８月には都から区域指定の決定を行い、告示を併

せて行う予定になっております。また、新たな防火規制の施行につきましては１０月を予

定しており、併せて不燃化推進事業、こちらも同時に開始する予定としております。 

 説明のほうは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○平田会長 それでは、本件についての質問等がありましたらお願いしたいと思います。 

 はい、どうぞ。 

○豪一委員 ちょっと声が、すいません。お許しください。 

 不燃化につきましては、大塚五、六丁目は１１年前から文京区で力を入れておりまして、

当時から根津、千駄木地区の不燃化も取り入れてほしいと私、訴えてまいりましたが、今

回取り入れていただきましてありがとうございます。アンケートも拝見させていただきま

した。皆さん、川西課長も現地で当日いらっしゃったのも御足労だったなと思ってありが

とうございます。 

 集約すると、このアンケートは谷根千だけの方は不燃化領域のことは知らなかったとい

うような認識だと、あとは防災への対策が必要だという自覚もされていると、狭隘道路だ

とか避難や消防活動に時間がかかるということも自覚していると。まさに必要な対策をこ

れからしていかないといけない。 

 その中で、今回のアンケートの９番にある不燃化領域に対しての助成金ですよね。これ

もメニュー、かなり増やしていただいてありがとうございます。特に根津や千駄木は狭隘

道路が多くて、拡幅が必要だけどなかなか拡幅できなかったのが問題点なので、今回２項

道路、拡幅に対して助成いただけることは大変な進歩だと思っています。ありがとうござ

います。 

 その上で、昨年４月に建築基準法の改正がございましたよね。特に４号のところは新２
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号、３号ができたり。そのところで、この地区にとっての周知というのがすごい大事にな

ってくると思うんですよ。せっかくメニューを用意しいただいたこの助成金だとか、様々

ないろいろメニューも結局、知らなかったとしているアンケートが多いので、これに対し

て地域の人にどうやって周知して、この不燃化率７０％にしていくか。これを、まずお聞

きしたいのと。 

 昨年４月に行われた建築基準法の改正に伴って、例えば模様替えだとかしても対象とな

る模様替えを例えば確認申請しない、工務店さんはしないとか、そういった場合も今まで

大丈夫だったのに、これから大丈夫にならなかったことを、取り締まれないがために拡幅

できなかったりすると大変残念じゃないですか、取組に対して。その辺の周知や取組、取

締りに対しても、どのように区として力を入れていくのかをお聞かせください。 

○前田幹事 まず、地域整備課、前田です。 

 来年から始める事業の周知についてですが、今のところ根津、千駄木については大体秋

ぐらいから事業を開始しようと今、考えているところでございますので、年度が変わりま

したら昨年１２月にやったような地域への説明会的なものも含めて、十分周知には努めた

いと思っております。 

 後半でちょっと御質問いただいた建築基準法の改正についても、１２月の説明会でもパ

ネル展示のパネルとして一つ作りまして、地域住民の方にも法改正があったので、適切な

手続等が必要だというのは我々としては、しつこくやっているような形でございますので、

その辺も引き続き工夫しながら、事業の助成制度の周知だけでなくて、そういった法改正

等についても地域の方には丁寧に説明していきたいと思います。 

○豪一委員 取締りは。 

○川西幹事 すいません、建築指導課です。 

 その周知については先ほどのお話とともに窓口等でパンフレットを置きまして、来庁さ

れた方とか、建築士さんとかには周知するようにしているというところでございます。ま

た、その扱いが分からないところで質問があったりとか、現場で確認ができないところで

あったりとかする場合は、特に丁寧にその法改正の内容を説明した上で対応を協議してい

くという対応で、４号からの新２号、新３号に対しての対応はしているというところでご

ざいます。 

 また、建築士３団体のほうにもこの法改正のことをさらに周知していただくとともに、

助成制度についても改めて今回、周知したところでございますので、周知活動を通じなが
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ら、地域の方の理解を得ていきたいというふうに考えているというところでございます。 

○豪一委員 ありがとうございます。ぜひ根津、千駄木は地域コミュニティが盛んなとこ

ろなので、町会長会議なんか出たり地域活動センターを利用したりすると、さらに浸透し

ていくんじゃないと思いますので、ぜひ活用ください。 

 それと、ちょっと話違いますが要望なんですけど、並行してやっぱり細街路、２項道路、

区道がいくら整備されても緊急支援道路、やっぱり幹となる道路の整備もまだ進捗半ばだ

と思いますので、ぜひ頑張って進めていただいて、支援道路と区道の連動が、連携ができ

るといいなと思いますのでよろしくお願いします。 

 以上です。 

○平田会長 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○渡邊委員 お時間のない中、すいません。初めて区民委員になったので、ちょっととん

ちんかんな質問なのかもしれないんですけれども、首都直下地震に備えて、やっぱり防災

教育ですとか、避難訓練等々の活動も活発に行っていただきたいなと思っているのと同時

に、いや、根津、千駄木ということでやっぱり谷根千ということでインバウンドの観光客

の方、この文京区だけではなく台東区さんとの連携もここでも必要になってくるのではな

いかなと思っているんですけども、その辺り、どのように進めていかれる予定なのか、教

えていただけたらありがたいです。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。 

 そうですね。谷根千とよく言われるエリアに属するところでございますが、例えば不燃

の取組についても台東区側は谷中地域がやはり不燃化特区って実は同じような地区のもの

が指定されておりまして、そういった取組は日々、台東区側からも情報共有とかさせてい

ただいているところでございます。台東区の取組というのも参考にしながら、文京区のこ

の根津、千駄木も不燃化にはしっかり取り組みたいというふうに考えています。 

○渡邊委員 お願いします。 

○平田会長 ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○長谷川委員 防災という形でやっぱり開発なり、そういうところをやるに当たって、や

る前にいろいろエラーが起こることもあると思うんですよね。火災とか、そういうことが。

そういうことが起きないようにということで、この計画を立てているんだと思うんですが、
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同時にそういうエリアに消火栓、消火的なものをもう少し増やしながら、同時並行しなが

ら、何かあってもそこを仮に使えると、その間にまた開発をしていくという話も含めて、

やっぱりそういうところも考えていくことが必要じゃないかなと思うんですけど、以上、

ちょっとお答えいただければと思います。よろしくお願いします。 

○前田幹事 地域整備課、前田です。 

 地域整備課では来年度からこの不燃化の事業ということで、特に集中して建て替え促進

という点を特に重視してやっていきたいと今、思っているところなんですが、文京区の防

災部局等ともいろんな取組をやっていますので、情報共有しながら今、いただいた御意見

を参考に、区としても一生懸命この不燃化には取り組みたいと思います。ありがとうござ

います。 

○平田会長 ほかにはいかがでしょうか。ちょっとオーバーしておりまして、申し訳ござ

いません。締め切ってよろしいでしょうか。 

 それでは皆様、御質問、御意見ありがとうございました。途中、不手際ありまして、い

ろいろ皆様を遮ったりして申し訳ございませんでした。 

 以上で、本日の議題に関する審議を終了といたします。 

 続いて、その他について事務局からの連絡事項ございますでしょうか。 

○真下幹事 事務局からは特にございません。 

○平田会長 それでは、以上で全日程が終了しましたので、今日の審議会を閉会といたし

ます。 

 こちら側のプロの方々には私、厳しゅうございますので、とても勉強していらっしゃる

ことはよく分かったんですけど短めにお願いいたします。こちらの方々の意見をよく聞い

て、みんなで決めたいということが目的ですので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 では、今日はありがとうございました。これで終わります。 

 

―― 了 ―― 


